
大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金交付要綱 

 

施行日 平成 22年４月１日 

改正日 平成 25年４月１日 

改正日 平成 26年４月１日 

改正日  令和３年４月１日 

改正日 令和３年 11月１日 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則（平成 18 年大阪市規則第７号。以下第８条第１

項を除き「規則」という。）に定めるもののほか、大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業

補助金（以下「補助金」という。）の交付について必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（補助の目的） 

第２条 この補助金は、鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業に要する経費の一部を本市が補助す

ることにより、鉄道駅舎における可動式ホーム柵及びホームドア（以下「可動式ホーム柵等」

という。）の整備を促進することによって、プラットホームからの転落や走行中の列車との接

触事故を防ぎ、もって障がい者や高齢者等の移動の円滑化及び鉄道利用者の安全を確保するこ

とを目的とする。 

 

（補助金の交付対象事業者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、鉄道事業法（昭和 61年法律第 92号）第３条の規定に

基づき国土交通大臣の許可を受けて鉄道事業を経営する者及び軌道法（大正 10年法律第 76号）

第３条の規定に基づき国土交通大臣の特許を受けて運輸事業を経営する者（大阪市高速電気軌

道株式会社を除く。）とする。 

 

（補助対象事業等） 

第４条 補助金の交付の対象となる鉄道駅舎及び事業は次のとおりとする。 

（１）対象となる鉄道駅舎（以下「補助対象駅舎」という。）は、原則として、一日あたりの平

均的な利用者数が 10 万人以上かつ大阪市交通バリアフリー基本構想において整備対象となっ

ている鉄道駅舎のうち次に掲げるホームの状況等を勘案して市長が認めるもの、又は一日あた

りの平均的な利用者数が 10 万人未満の鉄道駅舎で次に掲げる駅の状況等を勘案して特に優先

度が高いと市長が認めるものとする。 

（ⅰ）駅の利用者数 

（ⅱ）転落・接触事故の発生状況 

（ⅲ）駅やホームの構造・利用実態 

（ⅳ）駅周辺エリアの状況など 

（２）対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は補助対象駅舎における可動式ホーム

柵等の設置に関する事業で、別表に定めるもののうち、大阪府の補助を受けるものとする。 

（３）補助対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、前号に定める補助対象事業の



実施にかかる経費で、別表に定めるものとする。 

 

（補助金の額） 

第５条 本市が交付する補助金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか低い方の額を上限と

して、予算の範囲内かつ大阪府の補助額以内で市長が認める額とする。 

（１）前条に規定する補助対象経費に６分の１を乗じて得た額 

（２）2,500万円に補助対象事業を実施する線の数を乗じて得た額 

 

（事前報告） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業の概要について、原則として事業開

始日が属する本市会計年度の前年度の６月末日までに大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備

事業補助金 交付申請事前報告書（様式第１号）により計画調整局長に対して報告を行うもの

とする。 

２ 計画調整局長は前項による報告を翌年度の予算編成の参考とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を申請しようとする者は、大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助

金 交付申請書（様式第２号）を補助対象事業に係る工事着手の 30日前までに市長に提出し

なければならない。なお、工事期間が複数の本市会計年度にまたがる場合、各年度において補

助金の交付を申請しようとする者が負担する補助対象事業に係る経費について提出するもの

とし、２年度目以降は、前年度の補助金交付に係る確定通知があった日から 10 日以内に提出

しなければならない。 

２ 規則第４条の市長が必要と認める書類は次のとおりとする。 

（１） 補助金を受けようとする事業の事業計画書及びこれに伴う収支計算書 

（２）工事費見積書の写し 

（３）工事関係図面一式 

（４）設置施設仕様書 

（５）工事施行箇所の現況写真 

（６）国土交通省の地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（平成 23年 3月 30日国

総計第 97 号、国鉄財第 368 号、国鉄業第 102 号、国自旅第 240号、国海内第 149 号、

国空環第 103 号）第 75 条第 2 項に定める生活交通改善事業計画（計画が策定されてい

ない場合は除く。） 

（７）その他特別の事情により市長が必要と判断する書類 

 

（交付決定） 

第８条 市長は補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じ

て行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令、条例及び規則に違反しないか

どうか、補助対象事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどう

か等を調査し、補助金交付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合は、規則第６条第１項に規定するも

ののほか必要な条件を付するものとする。 



３ 市長は、補助金の交付の申請が到達してから 30 日以内に当該申請に係る補助金の交付の決

定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。 

 

（決定の通知） 

第９条 市長は、規則第７条第１項の規定により補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条

件を通知するときは、大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金 交付決定通知書（様

式第３号）により補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。 

２ 市長は、規則第７条第２項の規定により補助金を交付しない旨を通知するときは、大阪市鉄

道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金 不交付決定通知書（様式第４号）により補助金の交

付の申請をした者に通知するものとする。 

 

（申請の取り下げ） 

第 10 条 補助金の交付の申請をした者が、規則第８条第１項の規定により申請を取り下げよう

とするときは、大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金 交付申請取下書（様式第５

号）により行うものとする。 

２ 規則第８条第１項の市長の定める期日は、補助金の交付の申請をした者が前条第１項の規定

による通知を受領した日の翌日から起算して 10日以内とする。 

 

（事業内容の変更等） 

第 11条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、規則第６条第１項

第１号の交付条件に基づき交付決定後補助対象事業の内容等を変更しようとするときは、大阪

市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金 補助対象事業変更承認申請書（様式第６号）に

より行うものとし、同項第２号の交付条件に基づき補助対象事業を中止又は廃止しようとする

ときは、大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金 補助対象事業中止・廃止承認申請

書（様式第７号）により行うものとする。 

２ 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは速やかに審査を行い、交付決定の変

更、中止又は廃止の承認を行う場合は、大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金 補

助対象事業変更・中止・廃止承認通知書（様式第８号）により補助事業者に通知するものとし、

承認しない場合は、大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金 補助対象事業変更・中

止・廃止不承認通知書（様式第９号）により補助事業者に通知するものとする。 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第 12 条 市長は、規則第９条第３項の規定により補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取

り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更した旨を通知するときは、大阪

市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金 事情変更による交付決定取消・変更通知書（様

式第 10号）により行うものとする。 

２ 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に

限り、補助金を交付することができる。 

（１）補助対象事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費 

（２）補助対象事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要す

る経費 



３ 前項の経費については第４条の規定にかかわらず新たな補助対象事業に係る経費とみなす。 

 

（補助金の適正な遂行） 

第 13条 補助事業者は、補助金を他の用途に使用してはならない。 

 

（財産処分の制限） 

第 14条 補助事業者は、補助対象事業で取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」

という。）については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理

するとともに、補助金の交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、取得財産等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40年

大蔵省令第 15号）に規定する期間（以下「耐用年数」という。）を経過するまでは、市長の承

認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、売払、貸付、廃棄又は担保の

用に供してはならない。ただし、あらかじめ大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金 

財産処分承認申請書（様式 11 号）を市長に提出し、その承認を受けた場合はこの限りではな

い。 

３ 市長は、前項の規定により補助事業者から申請書の提出があったときは速やかに審査を行い、

財産処分の承認を行う場合は、大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金 財産処分承

認通知書（様式第 12 号）により補助事業者に通知するものとし、承認しない場合は、大阪市

鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金 財産処分不承認通知書（様式第 13 号）により補

助事業者に通知するものとする。 

４ 市長は、補助事業者が市長の承認を受けて取得財産等を処分したことにより収入があったと

きは、その収入の全部又は一部について市への納付を求めるものとする。 

５ 市長は、補助事業者が第２項の規定に違反した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部

の返還を求めるものとする。 

 

（立入調査等） 

第 15 条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者

に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立

ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。 

 

（状況報告） 

第 16 条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助対象事業について随時

報告を求めることができる。 

２ 補助事業者は、補助対象事業が補助対象事業年度内に完了しない見込みであるときは、状況

報告書にその理由を付して事業年度の１月 20 日までに市長に提出し、その指示を受けなけれ

ばならない。 

３ 第１項及び第２項の規定により補助事業者が市長に報告する場合は、大阪市鉄道駅舎可動式

ホーム柵等整備事業補助金 遂行状況報告書（様式第 14号）により行うものとする。 

 

 



（実績報告） 

第 17 条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき又は補助対象事業の廃止の承認を受けた

ときは速やかに大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金 実績報告書（様式第 15号）

を市長に提出しなければならない。 

２ 規則第 14条の市長が必要と認める書類は次のとおりとする。 

（１）補助対象事業に係る工事費精算書（ただし、工事期間が複数の本市会計年度にまたがる

ため事業が完了していない場合は、年度末時点における収支計算書とする。） 

（２）工事完成写真（ただし、工事期間が複数の本市会計年度にまたがるため事業が完了して

いない場合は、年度末時点における工事施行箇所の現況写真とする。） 

（３）検査済証の写し（ただし、建築確認申請の対象とならない場合又は工事期間が複数の本

市会計年度にまたがるため検査済証が未交付の場合を除く。） 

（４）精算に係る領収書の写し、又はそれに代わる確認書類 

（５）補助対象事業に係る契約書の写し 

（６）その他特別の事情により市長が必要と判断する書類 

 

（補助金の額の確定等） 

第 18条 市長は、規則第 15条の規定により確定した補助金の額を通知するときは、大阪市鉄道

駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金 額確定通知書（様式第 16 号）により補助事業者に通

知するものとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定による通知を受領した後に補助金の請求を行い、交付を受けるも

のとする。 

３ 市長は前項の請求を受けた日から 30 日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。 

 

（決定の取消し） 

第 19条 市長は、規則第 17条第３項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し

た旨を通知するときは、大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金 交付決定取消通知

書（様式第 17号）により補助事業者に通知するものとする。 

 

（関係書類の整備） 

第 20 条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整

備し、第 18条第１項の通知を受けた日から５年間保存しなければならない。 

 

（管理方法等に関する協議） 

第 21 条 補助事業者は、取得財産等の管理方法等について市長が協議を求めたときは、これに

応じるものとする。 

 

（その他） 

第 22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は計画調整局長が別に定める。 

 

 

 



附則 

１ この要綱は、平成 22年４月１日から施行する。 

 

 附則 

１ この要綱は、平成 25年４月１日から施行する。 

 

附則 

１ この要綱は、平成 26年４月１日から施行する。 

 

附則 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等

整備事業補助金交付要綱様式第１号から様式第３号までの規定、様式第５号から様式第７号ま

での規定及び様式第 11号から様式第 15号までの規定による用紙は、この要綱による改正後の

大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金交付要綱の規定にかかわらず、当分の間なお

これを使用することができる。 

 

附則 

１ この要綱は、令和３年 11月１日から施行する。 

 

 

別表（第４条関係） 

 

補助対象事業 補助対象経費（工事費には資産取得費用を含む） 

土木工事 ホーム補強工事費 

表層改修工事費 

建築（外構）工事 表示建植物整備工事費 

電気設備工事 電源整備工事費 

機械本体据付工事 機械本体搬入・据付工事費 

監視設備整備工事費 

関連付帯工事 信号通信設備整備工事費 

定点停止機能関連設備整備工事費 

列車運行管理関連装置等整備工事費 

隙間対策工事費 

支障物移設工事費 

設計・監理 設計・監理業務費 

 

 

 


